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平生町下水道事業経営戦略について 

１．策定の趣旨と経緯 

平生町下水道事業（公共下水道・漁業集落排水）は、建設当初からの投資、人口減少や節

水機器の普及等に伴う料金収入の減少など、経営環境は大変厳しさを増しており、安全で快

適な下水道サービスを持続的かつ安定的に提供するためには、徹底した効率化・経営改善に

取り組み、投資の所要額の見通しと下水道使用料などの財源の見通しを均衡させることが非

常に重要となります。 

そのような中、総務省から、地方公営企業の経営基盤強化と財政マネジメントの向上に取

り組むための「経営戦略※」を策定するよう通知があったことを受けて、現状と将来見通し

を踏まえ、平生町下水道事業経営戦略を策定したものです。 

２．計画期間 

平成２８年度から３７年度までの１０年間 

総務省が示す「経営戦略」における「中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むこ

とができるように、計画期間は10年以上を基本とする」という考え方を取り入れ、長期的な

安定を見越した中での10年を本計画の計画期間とします。 

経営戦略の実施状況については、計画(Plan)・実施(Do)・検証(Check)・見直し(Action)

の、いわゆるPDCAサイクルにより評価・検証を行いながら、中間時である平成32年度に見直

しを行います。また、経営戦略と実績との乖離が著しい場合、経営戦略の前提となる経営、

財政の条件が大幅に変更になった場合にも見直しを行います。 

※「経営戦略」とは

平成26年8月に総務省から出された通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」の中で、公営

企業に策定を求めている経営の基本計画。人口減少、施設の老朽化が進む中で、公営企業が将来にわたっ

て安定的に事業を継続していくために、中長期的な視点から経営の健全化を実現するためのもの。 
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平成 29 年 3 月

平成 28 年度 平成 37 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,759 円 3,993 円

3,866 円 4,078 円

3,866 円 4,124 円

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

○本町の使用料体系は、従量制（基本使用水量８㎥／月）の累進制（使用水量の増加に伴い単価を高くする）です。
○○基本料金　８㎥まで２０㎥まで〇  ：　１，３６０円
○○従量料金　８㎥を超え２０㎥まで  ：　１㎥につき１８５円
○○従量料金　２０㎥を超えるもの　　：　１㎥につき２００円　により算定した額に消費税を加算

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

○業務用使用料体系の設定なし

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

○その他の使用料体系の設定なし

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実

施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合
を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度

平成２６年度 平成２６年度

平成２７年度 平成２７年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

○２７．５人／ｈａ（平成２７年度末）

○処理場無し（流域下水道事業のため処理場は山口県が所有）

○接続有り（田布施川流域下水道に接続）

処 理 区 数 ○１区（田布施川処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

○事務の共同化として、平成２１年度から料金賦課徴収事務を上水道部局（田布施・平生水道企業団）が実施しています。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

○法非適用

平生町下水道事業経営戦略

○平成８年度（供用開始後２０年）

 平生町

 公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

職 員 数
○下水道事業に従事している職員数は平成２８年度現在６人で、職員給与費の予算措置については、下水道事業特別会計に
３人、漁業集落環境整備事業特別会計に１人を配置している状況です。

○平成１８年度に組織機構改革により建設課と下水道課を統合し、建設課下水道班及び徴収班として再編しました。
○再編時の下水道事業に従事している職員数は１０人でありましたが、職員の削減に取り組み現在６人に至っています。

○該当なし（現時点では費用対効果が図れないと判断）

○該当なし（土地・施設等の資産なし）

資 産 活 用 の 状 況

ア 民間委託
（包括的民間委託を含む）

ア エネルギー利用
（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

イ 土地・施設等利用
（未利用土地・施設の活用等）　*5

○「平成２７年度経営比較分析表」を添付しております。

○この経営比較分析表は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うこと
により、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。

事 業 運 営 組 織

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ

○該当なし（処理場を有していないため未検討）

○該当なし（処理場を有していないため未検討）

イ 指定管理者制度

○下水道台帳作成業務、受益者負担金賦課等支援業務、マンホールポンプ維持
管理業務、下水道管渠内清掃業務、汚水水質検査業務を民間業者に委託してい
ます。

民 間 活 用 の 状 況

下水道班

業務調整班

班　　長 班員１人

班　　長 班員１人

課　　長 課長補佐
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

概ねの指標において類似団体平均値を下回る結果と
なり、上述したとおり一般会計からの繰入金に依存
した厳しい経営状況にある。経営の改善に向けて、
適正な料金収入の確保、汚水処理費の削減及び水洗
化率の向上に取り組む必要がある。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

2. 老朽化の状況について

【管渠改善率】
平成８年から供用開始しており、法定耐用年数を超
える管渠は無いが、今後の老朽化に向けた計画的な
対策が必要である。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

【収益的収支比率】
経営規模と比べて企業債の規模が大きいことが原因
で、料金収入及び一般会計からの繰入金等の総収益
で総費用と地方債償還金を加えた額を賄えていな
い。また、総収益の大半は一般会計からの繰入金に
依存している状態である。
【企業債残高対事業規模比率】
建設当初の投資規模が大きかった影響で高い数値と
なっているが、企業債残高の減少に伴い今後は減少
傾向で推移すると見込んでいる。
【経費回収率】
類似団体平均値を下回る結果となっており、使用料
で回収すべき経費のほとんどが使用料で賄えていな
い状態である。収益的収支比率と見比べながら料金
の適正化と経費削減に取り組む必要がある。
【汚水処理原価】
人口減少（接続人口の減）及び節水器具の発達等に
よる有収水量の伸び悩みが、類似団体平均値を上
回っている大きな原因と考えており、水洗化率の向
上が必要である。
【水洗化率】
数値は上昇傾向で推移しており、１００％に近づけ
るよう引き続き水洗化率向上の取り組みに努める。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

－

- 該当数値なし 59.12 94.67 3,866 7,378 2.68 2,752.99 【】

362.29 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法非適用 下水道事業 公共下水道 Cc2 12,528 34.58

経営比較分析表
山口県　平生町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.01 0.10 0.07 0.04 0.11

61.50

62.00

62.50

63.00

63.50

64.00

64.50

65.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 64.72 63.32 63.45 62.86 62.71

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

①収益的収支比率(％)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 2,057.76 1,573.54 1,471.13 1,873.34 1,762.13

平均値 1,334.01 1,273.52 1,209.95 1,136.50 1,118.56

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 53.45 65.26 68.14 54.52 57.44

平均値 67.14 67.85 69.48 71.65 72.33

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 372.17 305.58 293.03 374.02 359.03

平均値 224.83 224.94 220.67 217.82 215.28

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 - - - - -

平均値 53.79 55.41 55.81 54.44 54.67

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 86.92 88.55 89.65 90.13 91.26

平均値 83.76 84.12 84.41 84.20 83.80

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【763.62】

【94.73】【60.01】【139.70】【98.53】

【0.23】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

〇平生町総合計画では、基本構想「人とまち”きずな”でつなぐ　元気な平生」のもと５つの基本目標を掲げて、その実現に取り組んでいます。
〇下水道はこの中で「快適で住みよいまち」の実現に向けて重要な社会基盤として位置づけられており、快適で衛生的な生活環境を確保し、川や海などの公共用
水域の水質保全に対して大きな役割を担っています。
〇このように下水道は快適な町民生活を送るために必要不可欠なものであり、今後も継続的に安定したサービスを提供する必要があることから、次の３点を基本
方針として取り組みます。

〇１．美しい環境を守るまちづくり
〇１．下水道の整備を促進するため、国庫補助事業の活用と未普及地域の実情を踏まえ、計画的に整備を進めます。
〇１．整備が完了した区域については、水洗化率の向上を図るため、未接続世帯へ水洗化に向けた啓発活動を実施し水洗化の促進を図ります。

〇２．持続的な下水道サービスの提供
〇２．ストックマネジメント※を導入し、施設の点検、調査計画及び改築、修繕計画を策定し、適正な維持・更新をしていきます。
〇２．地震等の災害に備え下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）を策定し、災害発生時に早期に対処できる管理体制を確立します。

〇２．※ストックマネジメントとは、既存の下水道施設全体（ストック）の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測し、計画的かつ効率的に施設の
○○ 改築更新を行うこと。

〇３．安定した事業経営の実現
〇３．経営戦略に基づき中長期的視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに将来的には公営企業会計適用により、独立採
○ 算性及び透明性を高め、経営状況を分かりやすく提供できるよう検討します。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

5



（法非適用企業）

収支計画

（単位：千円，％）
年　 　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

1 (A) 362,354 357,358 349,640 349,897 347,258 351,205 354,087 357,803 359,276 361,266 361,649 364,365

（１） (B) 133,016 133,824 133,039 132,778 132,516 134,553 134,489 134,167 132,586 131,978 127,968 127,422

ア 121,858 122,724 122,000 121,800 121,600 123,700 123,700 123,800 124,000 124,200 124,400 124,600

イ (C)

ウ 11,158 11,100 11,039 10,978 10,916 10,853 10,789 10,367 8,586 7,778 3,568 2,822

（２） 229,338 223,534 216,601 217,119 214,742 216,652 219,598 223,636 226,690 229,288 233,681 236,943

ア 172,609 171,905 172,437 176,005 176,204 181,438 187,684 195,222 201,776 207,426 214,967 220,529

イ 56,729 51,629 44,164 41,114 38,538 35,214 31,914 28,414 24,914 21,862 18,714 16,414

２ (D) 222,659 214,656 214,908 208,230 201,645 196,887 190,711 187,020 180,730 175,007 170,089 166,036

（１） 115,322 114,736 119,102 118,463 117,877 119,416 118,723 121,807 122,026 122,452 122,641 122,786

ア 7,689 7,856 8,040 8,100 8,191 8,268 8,324 8,375 8,200 8,245 8,067 7,886

イ 107,633 106,880 111,062 110,363 109,686 111,148 110,399 113,432 113,826 114,207 114,574 114,900

（２） 107,337 99,920 95,806 89,767 83,768 77,471 71,988 65,213 58,704 52,555 47,448 43,250

ア 101,697 96,533 90,756 84,667 78,668 72,371 65,888 59,113 52,604 46,455 41,348 37,150

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

イ 5,640 3,387 5,050 5,100 5,100 5,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100

３ (E) 139,695 142,702 134,732 141,667 145,613 154,318 163,376 170,783 178,546 186,259 191,560 198,329

1 (F) 331,195 305,976 314,955 291,168 291,913 302,084 312,390 349,458 349,295 357,622 321,291 303,720

（１） 182,100 169,700 170,800 148,000 149,100 156,200 164,000 196,500 192,000 196,200 152,500 130,800

78,500 83,300  79,800  68,700  74,800  81,500  89,000  90,800  85,300  66,900  34,700  17,900

（２） 86,867 87,094 86,905 89,168 88,813 91,884 94,390 98,958 103,295 107,422 114,791 118,920

（３）

（４）

（５） 55,000 44,050 52,950 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

（６） 7,228 5,132 4,300 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

（７）

２ (G) 471,872 448,228 450,137 432,835 437,526 456,402 475,766 520,241 527,841 543,881 512,851 502,049

（１） 187,427 159,683 161,179 138,452 133,164 133,861 134,069 165,259 166,923 191,030 182,653 179,241

20,645 21,738 13,720 13,818 14,007 14,195 14,374 14,639 14,799 14,935 15,150 15,244

（２） (H) 284,445 288,545 288,958 294,383 304,362 322,541 341,697 354,982 360,918 352,851 330,198 322,808

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 140,677 △ 142,252 △ 135,182 △ 141,667 △ 145,613 △ 154,318 △ 163,376 △ 170,783 △ 178,546 △ 186,259 △ 191,560 △ 198,329

本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)
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（法非適用企業）

収支計画

（単位：千円，％）
年　 　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

(J) △ 982 450 △ 450

(K)

(L) 982 450

(M)

(N) 450

(O) 450

(P)

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 133,016 133,824 133,039 132,778 132,516 134,553 134,489 134,167 132,586 131,978 127,968 127,422

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 4,728,883 4,728,883 4,577,380 4,472,097 4,355,035 4,223,895 4,078,098 3,948,017 3,803,999 3,668,848 3,509,850 3,334,242

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　 　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

183,767 183,005 183,476 186,983 187,120 192,291 198,473 205,589 210,362 215,204 218,535 223,351

183,767 183,005 183,476 186,983 187,120 192,291 198,473 205,589 210,362 215,204 218,535 223,351

86,867 87,094 86,905 89,168 88,813 91,884 94,390 98,958 103,295 107,422 114,791 118,920

32,196 34,100 32,165 34,864 32,825 35,877 34,838 38,448 37,311 40,730 39,650 43,210

54,671 52,994 54,740 54,304 55,988 56,007 59,552 60,510 65,984 66,692 75,141 75,710

270,634 270,099 270,381 276,151 275,933 284,175 292,863 304,547 313,657 322,626 333,326 342,271

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

赤 字 比 率 （ ×100 ）

66.3 68.4 72.3収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 71.5 71.0 74.5

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

69.4 69.6 68.6 67.6 66.5 66.0

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計
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① 収支計画のうち投資についての説明

② 収支計画のうち財源についての説明

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

○○投資の目標に関する事項
○○計画期間中は、主に次の事業への投資を予定しています。

○○未普及地域解消のため、引き続き下水道整備を進めます。なお、事業計画において未普及地域解消事業は、平成４０年度を完了目標年度としております。
○○本町は、田布施川流域下水道に接続しており、山口県が管理する処理場等の建設費の一部を負担する必要があります。今後も流域下水道施設の更新等が
○予定されていることから、継続した負担金の発生を見込んでいます。り、

○○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
○○計画期間中に耐用年数５０年を超える管渠が無いことから、大規模な更新工事は発生しない見込みです。
○○広域化・共同化・最適化に関する事項
○○計画期間中に予定する事項が無いため、反映していません。
○○投資の平準化に関する事項
○○上記投資予定表により、平準化に努めます。
○○民間の活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）
○○現時点では、新たな民間の活力の活用を要する事項が無いため、計画期間中は反映していません。
○○防災・安全対策に関する事項
○○下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）の策定に取り組みます。

○○財源の目標に関する事項
○○国庫補助事業に係る補助金、企業債の借り入れ及び受益者負担金を計画しています。
○○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
○○人口減少と節水器具の普及により、使用料収入は減少すると見込んでいますが、人口密集地域及び早期整備要望地域の重点整備と水洗化の促進を図る
○ことで、平成３３年度から増加する計画としています。また、使用料の見直しについては、公営企業会計適用と併せて検討します。
○○企業債に関する事項
○○建設改良費に伴い下水道事業債を借り入れる計画としています。また、支出の平準化を図るために資本費平準化債を借り入れる計画としています。
〇〇繰入金に関する事項
○○繰入金は、企業債償還金と支払利息に充てる部分は基準内繰入れとして計画しており、営業費用等で賄いきれない支出については基準外繰入れで計画し
○ています。
○○資産の有効活用に関する事項
○○活用できる資産を所有していないため、計画期間中は反映していません。

○○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
○○処理場を有していないこと、料金賦課徴収事務の一元化（上水道部局が実施）を図っていることから、計画期間中では反映していません。
○○職員給与費に関する事項
○○平成２８年度の予算ベース（職員３人）で算定しています。
○○動力費及び薬品費に関する事項
○○処理場を有していないため計上していません。
○○修繕費に関する事項
○○平成２８年度の予算ベースを基準に過去の実績を勘案して算定しています。
○○委託費に関する事項
○○平成２８年度の予算ベースを基準に過去の実績を勘案して算定しています。
○○その他
○○流域下水道処理場の維持管理負担金（汚水量×負担金単価）について、汚水流入計画に基づき算定しています。
○○平成３１年１０月予定の消費税増税について、消費税見合い分を加算し算定しています。

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

未普及地域解消事業 103,600 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

流域下水道建設負担金 12,984 7,500 2,000 2,000 2,000 33,000 34,500 58,500 50,000 46,500

事業費（千円）
事業
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

② 今後の財源についての考え方・検討状況

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
○国庫補助金及び企業債の借り入れを活用し、自主財源の削減に努めます。
○水洗化促進及び収納率向上など財源確保につながる取り組みを進めます。

○他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

○公営企業会計適用と併せて使用料の見直しを検討します。使用料の見直しに関する事項

○人口密集地域、早期整備要望地域の整備を重点的に進め、効率的かつ効果的な投資に努めます。

○他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

○限られた財源の中で投資の平準化に努めます。

○事業の継続性を確保するため、最適化について検討します。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
○他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

○進捗管理を各年度末に行い、必要に応じて（基本は５年ごと）見直しを行います。

職員給与費に関する事項
○計画期間中の給与に係る職員数は３人として算定していますが、業務内容の変化など必要に応じて
職員数の増減も検討していきます。

動力費に関する事項 ○電力自由化に伴う経費削減について、町保有施設全体の動向に併せて検討します。

修繕費に関する事項 ○ストックマネジメントを導入し、計画的な修繕による平準化に努めます。

委託費に関する事項 ○削減や統合できる業務について検討し、経費の削減・効率化に努めます。

その他の取組 ○公営企業会計適用について検討します。

薬品費に関する事項 ○該当なし（処理場を有していないため）
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平成 29 年 3 月

平成 28 年度 平成 37 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,759 円 3,994 円

3,866 円 4,080 円

3,866 円 4,135 円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

○業務用使用料体系の設定なし

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

○その他の使用料体系の設定なし

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度

平成２６年度 平成２６年度

平成２７年度 平成２７年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

○本町の使用料体系は、従量制（基本使用水量８㎥／月）の累進制（使用水量の増加に伴い単価を高くする）です。
○○基本料金　８㎥まで２０㎥まで〇  ：　１，３６０円
○○従量料金　８㎥を超え２０㎥まで  ：　１㎥につき１８５円
○○従量料金　２０㎥を超えるもの　　：　１㎥につき２００円　により算定した額に消費税を加算

○法非適用

処 理 区 域 内 人 口 密 度 ○１１．６人／ｈａ（平成２７年度末）
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
○接続無し

処 理 区 数 ○１区（佐賀地区）

処 理 場 数 ○１施設（佐賀地区浄化センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

○事務の共同化として、平成２５年度から料金賦課徴収事務を上水道部局（田布施・平生水道企業団）が実施しています。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実

施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合
を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

○平成１６年度（供用開始後１２年）
法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分

事 業 名 ：  漁業集落排水事業

平生町下水道事業経営戦略

団 体 名 ：  平生町
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

○「平成２７年度経営比較分析表」を添付しております。

○この経営比較分析表は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うこと
により、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。

○下水道事業に従事している職員数は平成２８年度現在６人で、職員給与費の予算措置については、下水道事業特別会計に
３人、漁業集落環境整備事業特別会計に１人を配置している状況です。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

ア 民間委託
（包括的民間委託を含む）

○処理施設・マンホールポンプ維持管理業務、電気工作物保安管理業務を民間
業者に委託しています。

イ 指定管理者制度 ○該当なし（現時点では事業規模が小規模であり採算に合わないと判断）

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ ○該当なし（現時点では事業規模が小規模であり採算に合わないと判断）

資 産 活 用 の 状 況

ア エネルギー利用
（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

○該当なし（現時点では費用対効果が図れないと判断）

イ 土地・施設等利用
（未利用土地・施設の活用等）　*5

○該当なし（余剰面積等が大きくないため未検討）

事 業 運 営 組 織

○平成１８年度に組織機構改革により建設課と下水道課を統合し、建設課下水道班及び徴収班として再編しました。
○再編時の下水道事業に従事している職員数は１０人でありましたが、職員の削減に取り組み現在６人に至っています。

職 員 数

下水道班

業務調整班

班　　長 班員１人

班　　長 班員１人

課　　長 課長補佐
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

2. 老朽化の状況

【管渠改善率】
平成１６年から供用開始しており、現時点では建物
や管渠の老朽化の度合いは低いが、処理施設の機器
類は経年劣化による修繕が増加している。現在は、
不具合が起きたものや水処理に影響を及ぼす可能性
が出たものについてのみ対応しており、今後は計画
的な修繕と更新を図る必要がある。

全体総括

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

概ねの指標において類似団体平均値を下回る結果と
なり、上述したとおり一般会計からの繰入金に依存
した厳しい経営状況にある。平成１９年度に整備を
完了しており、新たな水洗化対象世帯の増加は見込
めないことから、未水洗化世帯への水洗化促進の強
化と適正な料金収入の確保及び汚水処理費の削減に
取り組む必要がある。

2. 老朽化の状況について

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

【収益的収支比率】
経営規模と比べて地方債の規模が大きいことが原因
で、料金収入及び一般会計からの繰入金等の総収益
で総費用と地方債償還金を加えた額を賄えていな
い。また総収益の大半は一般会計からの繰入金に依
存している状態である。
【企業債残高対事業規模比率】
建設当初からの投資により高い数値となっている
が、企業債残高の減少に伴い今後は減少傾向で推移
すると見込んでいる。
【経費回収率】
数値は上昇傾向で推移しているが、類似団体平均値
を下回る結果となっており、使用料で回収すべき経
費のほとんどが使用料で賄えていない状態である。
収益的収支比率と見比べながら料金の適正化と経費
削減に取り組む必要がある。
【汚水処理原価】
人口減少（接続人口の減）及び節水器具の発達等に
よる有収水量の伸び悩みが、類似団体平均を上回っ
ている原因と考えており、水洗化率向上の取り組み
と汚水処理費の更なる削減が必要である。
【施設利用率】
類似団体平均値を上回っているが、数値は減少傾向
であるため、水洗化率の向上が必要である。
【水洗化率】
数値は上昇傾向で推移しており、１００％に近づけ
るよう引き続き水洗化率向上の取り組みに努める。

－

- 該当数値なし 9.86 89.65 3,866 1,230 1.06 1,160.38 【】

362.29 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法非適用 下水道事業 漁業集落排水 H3 12,528 34.58

経営比較分析表
山口県　平生町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.40 0.36 0.25 0.31 0.10

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00

56.00

57.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 54.27 55.94 52.36 50.83 49.75

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

①収益的収支比率(％)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 2,598.50 2,794.78 2,416.96 2,429.27 2,318.27

平均値 1,723.10 1,665.33 1,716.47 1,741.94 1,451.54

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 29.80 24.89 30.34 31.30 32.34

平均値 35.91 37.92 35.05 33.86 33.58

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 667.09 801.67 658.43 651.98 639.42

平均値 459.38 438.71 463.38 510.15 514.39

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 31.51 31.91 32.18 31.24 30.71

平均値 32.04 33.81 31.37 29.86 29.28

60.00

62.00

64.00

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 69.81 70.90 72.44 73.89 74.47

平均値 68.86 68.70 67.38 65.95 66.82

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【1,052.66】

【77.87】【33.90】【424.58】【40.22】

【0.13】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

〇平生町総合計画では、基本構想「人とまち”きずな”でつなぐ　元気な平生」のもと５つの基本目標を掲げて、その実現に取り組んでいます。
〇下水道はこの中で「快適で住みよいまち」の実現に向けて重要な社会基盤として位置づけられており、快適で衛生的な生活環境を確保し、川や海などの公共用
水域の水質保全に対して大きな役割を担っています。
〇このように下水道は快適な町民生活を送るために必要不可欠なものであり、今後も継続的に安定したサービスを提供する必要があることから、次の３点を基本
方針として取り組みます。

〇１．美しい環境を守るまちづくり
〇１．漁業集落排水事業は平成１９年度に整備を完了しており、水洗化率の向上を図るため、未接続世帯へ水洗化に向けた啓発活動を実施し水洗化の促進を図
○ ります。

〇２．持続的な下水道サービスの提供
〇２．ストックマネジメント※を導入し、施設の点検、調査計画及び改築、修繕計画を策定し、適正な維持・更新をしていきます。
〇２．地震等の災害に備え下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）を策定し、災害発生時に早期に対処できる管理体制を確立します。

〇２．※ストックマネジメントとは、既存の下水道施設全体（ストック）の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測し、計画的かつ効率的に施設の
○○ 改築更新を行うこと。

〇３．安定した事業経営の実現
〇３．経営戦略に基づき中長期的視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに将来的には公営企業会計適用により、独立採
○ 算性及び透明性を高め、経営状況を分かりやすく提供できるよう検討します。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

13



（法非適用企業）

収支計画

（単位：千円，％）
年　 　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

1 (A) 49,316 47,897 48,298 47,774 47,342 47,569 47,141 46,662 46,169 45,659 45,137 44,589

（１） (B) 15,502 15,597 15,500 15,450 15,400 15,630 15,580 15,530 15,480 15,430 15,380 15,330

ア 15,502 15,597 15,500 15,450 15,400 15,630 15,580 15,530 15,480 15,430 15,380 15,330

イ (C)

ウ

（２） 33,814 32,300 32,798 32,324 31,942 31,939 31,561 31,132 30,689 30,229 29,757 29,259

ア 27,914 26,500 27,196 26,922 27,040 31,937 31,559 31,130 30,687 30,227 29,755 29,257

イ 5,900 5,800 5,602 5,402 4,902 2 2 2 2 2 2 2

２ (D) 49,316 47,897 48,298 47,774 47,342 47,569 47,141 46,662 46,169 45,659 45,137 44,589

（１） 34,922 34,254 34,791 34,695 34,836 35,653 35,823 35,977 36,137 36,294 36,454 36,603

ア 2,735 3,115 3,169 3,255 3,381 3,556 3,703 3,836 3,975 4,110 4,249 4,378

イ 32,187 31,139 31,622 31,440 31,455 32,097 32,120 32,141 32,162 32,184 32,205 32,225

（２） 14,394 13,643 13,507 13,079 12,506 11,916 11,318 10,685 10,032 9,365 8,683 7,986

ア 13,247 12,718 12,147 11,569 10,996 10,406 9,808 9,175 8,522 7,855 7,173 6,476

イ 1,147 925 1,360 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

３ (E)

1 (F) 39,472 38,055 38,573 38,813 39,791 41,498 43,161 44,756 44,907 46,476 47,927 49,267

（１） 12,400 12,700 12,100 10,400 10,700 11,100 11,400 11,800 12,100 12,500 12,800 13,200

12,400 12,700 12,100 10,400 10,700 11,100 11,400 11,800 12,100 12,500 12,800 13,200

（２） 26,992 25,155 26,433 28,353 29,011 30,338 31,701 32,896 32,747 33,916 35,067 36,007

（３）

（４）

（５）

（６） 80 200 40 60 80 60 60 60 60 60 60 60

（７）

２ (G) 39,472 38,055 38,573 38,813 39,791 41,498 43,161 44,756 44,907 46,476 47,927 49,267

（１） 3,373 1,339 1,567 1,567 1,567 1,604 1,604 1,604 204 204 204 204

（２） (H) 36,099 36,716 37,006 37,246 38,224 39,894 41,557 43,152 44,703 46,272 47,723 49,063

（３）

（４）

（５）

３ (I)

本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)
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（法非適用企業）

収支計画

（単位：千円，％）
年　 　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

(Q)
(Q)
(B)-(C)
(A)
(D)+(H)

(S) 15,502 15,597 15,500 15,450 15,400 15,630 15,580 15,530 15,480 15,430 15,380 15,330

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 748,679 730,463 711,158 689,712 667,289 643,396 613,239 581,887 549,284 515,512 480,589 444,726

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　 　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

27,914 26,500 27,196 26,922 27,040 31,937 31,559 31,130 30,687 30,227 29,755 29,257

23,482 23,686 22,627 23,707 21,914 23,367 21,605 22,776 21,008 22,115 20,369 21,405

4,432 2,814 4,569 3,215 5,126 8,570 9,954 8,354 9,679 8,112 9,386 7,852

26,992 25,155 26,433 28,353 29,011 30,338 31,701 32,896 32,747 33,916 35,067 36,007

26,992 25,155 26,433 28,353 29,011 30,338 31,701 32,896 32,747 33,916 35,067 36,007

54,906 51,655 53,629 55,275 56,051 62,275 63,260 64,026 63,434 64,143 64,822 65,264

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前年度繰上充用金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

赤 字 比 率 （ ×100 ）

収 益 的収 支比 率 （ ×100 ） 57.7 56.6 56.6 56.2 55.3 47.6

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

50.8 49.7 48.654.4 53.1 52.0

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

本年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計
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① 収支計画のうち投資についての説明

② 収支計画のうち財源についての説明

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

○○投資の目標に関する事項
○○平成１９年度に整備を完了しており、計画期間中の投資は、家屋新築に伴う公共ます設置とマンホールポンプ設備無線通報装置デジタル化更新（平成３３年
〇度まで）を予定しています。
○○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
○○計画期間中に耐用年数５０年を超える管渠が無いことから、大規模な更新工事は発生しない見込みです。

処理場については、現状、必要最小限の修繕にて対応しており、計画期間中では反映していません。今後はストックマネジメントを導入し、計画的な更新を図
○る必要があります。
○○広域化・共同化・最適化に関する事項
○○計画期間中に予定する事項が無いため、反映していません。
○○投資の平準化に関する事項
○○限られた財源の中で平準化に努めます。
○○民間の活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）
○○現時点では、事業規模が小規模であり採算に合わないため、計画期間中は反映していません。
○○防災・安全対策に関する事項
○○下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）の策定に取り組みます。

○○財源の目標に関する事項
○○企業債の借り入れ及び受益者分担金を計画しています。
○○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
○○人口減少と節水器具の普及により、使用料収入は減少する計画としています。また、使用料の見直しについては、公営企業会計適用と併せて検討します。
○○企業債に関する事項
○○支出の平準化を図るために資本費平準化債を借り入れる計画としています。
〇〇繰入金に関する事項
○○繰入金は、企業債償還金と支払利息に充てる部分は基準内繰入れとして計画しており、営業費用等で賄いきれない支出については基準外繰入れで計画し
○ています。
○○資産の有効活用に関する事項
○○活用できるだけの資産を所有していないため、計画期間中は反映していません。

○○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
○○事業規模が小規模であり採算に合わない、料金賦課徴収事務の一元化（上水道部局が実施）を図っていることから、計画期間中では反映していません。
○○職員給与費に関する事項
○○平成２８年度の予算ベース（職員１人）で算定しています。
○○動力費及び薬品費に関する事項
○○平成２８年度の予算ベースを基準に過去の実績を勘案して算定しています。
○○修繕費に関する事項
○○平成２８年度の予算ベースを基準に過去の実績と今後の修繕予定を勘案して算定しています。
○○委託費に関する事項
○○平成２８年度の予算ベースを基準に過去の実績を勘案して算定しています。
○○その他
○○平成３１年１０月予定の消費税増税について、消費税見合い分を加算し算定しています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

② 今後の財源についての考え方・検討状況

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

動力費に関する事項 ○電力自由化に伴う経費削減について、町保有施設全体の動向に併せて検討します。

薬品費に関する事項 ○維持管理業務に含めるなど検討し、経費の削減に努めます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

○進捗管理を各年度末に行い、必要に応じて（基本は５年ごと）見直しを行います。

修繕費に関する事項 ○ストックマネジメントを導入し、計画的な修繕による平準化に努めます。

委託費に関する事項 ○削減や統合できる業務について検討し、経費の削減・効率化に努めます。

その他の取組 ○公営企業会計適用について検討します。

その他の取組
○企業債の借り入れを活用し、自主財源の削減に努めます。
○水洗化促進及び収納率向上など財源確保につながる取り組みを進めます。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
○他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

職員給与費に関する事項
○計画期間中の給与に係る職員数は１人として算定していますが、業務内容の変化など必要に応じて
職員数の増減も検討していきます。

その他の取組 ○汚泥処理において、他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

使用料の見直しに関する事項 ○公営企業会計適用と併せて使用料の見直しを検討します。

資産活用による収入増加
の取組について

○他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

広域化・共同化・最適化に関する事項 ○事業の継続性を確保するため、他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

○他自治体の実績・成果等の情報収集に努め検討します。

投資の平準化に関する事項 ○ストックマネジメントを導入し、計画的な更新による平準化に努めます。

（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。
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